
国 民 年金 にゆとりをプラス。自分で入る公的な個人年金。
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〈国民年金基金とは〉 自営業、フリーランスなどの方々のため、老齢基礎年金に上乗せして、
より豊かな老後を保障する公的な年金制度です。 国民年金基金制度には、税制上の優遇措置があります。

　　　

２０１９年４月時点



国 民 年 金 基 金 は、自営 業・フリーラ ンスのみなさんの
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ので、長い老後の生活に備えることができます。
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図年金額が確定、掛金額も－定
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．掛金の支払いにより、将来受け取る年金額が確定します。
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・掛金は全額社会保険料控除、確定申告で税金が軽減
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－受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。

　　　　　　　　　　　　　　　

．遺族一時金は全額非課税です。 ※２０１９年１月現在
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囲 自 由 な プ ラ ン 設 計

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ライフプランに合わせ、年金額や受取期間を設計できます。
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一加入後も年金・掛金の額を口数単位 で増減できます。
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・掛金を年度分前納すると、割引があります。
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臼 自営業・フリーランスの方が加入できます！

第１号被保険者の方

　　　　　

国民年金に任意加入されている方

加入後に資格を喪失し、基金を脱退することとなるのは以下の場合です。
《静 国民年金の第「号被保険者でなくなったとき（海外に転居したときを含みます）
《２》国民年金の保険料が免除（一部免除・学生納付特例・納付猶予を含みます）されたとき
《３》農業者年金に加入したとき
《４》国民年金の任意加入被保険者でなくなったとき
※該当する職種に従事しなくなったとき（職能型国民年金基金）は脱退となりますが、３か月以内に手続きを行えば、

　

新しい基金に従前と同条件で加入することができます。
※海外に転居されたときは脱退となりますが、引き続き国民年金の任意加入の手続きを行い、３ヶ月以内に

　

基金に加入すれば従前と同条件で加入することができます。
※加入後に任意に脱退することはできません。
※基金を脱退したときは、脱退一時金はありませんが、脱退に伴う解約控除（違約金）などのデメリットも

　

ありません。掛金を納めていただいた期間に見合った年金を将来お受け取りいただくこととなり、着実に

　

老後の資金となります。
※国民年金の付加年金を納付されている方が基金に加入した場合、付加年金の納付はできなくなります。
※法定免除の方（障害基礎年金を受給されている方等）が「国民年金保険料免除期間納付申出書」を

　

年金事務所に提出した場合、国民年金保険料の納付申出をした期間は加入することができます。
※産前産後期間の免除をされた場合は、加入資格の喪失にはなりません。

圏 老後のライフプランに合わせて

　

給 付の型 が選べます！

　　　　　　　

年金額の加入口数、年金受取期間は給付の型によって決まります。

　　　

図 掛金は月 額 最 大６８，０００円まで！
掛金は加入時の年齢、性別、選択する給付の型と口数によって決まります。

．掛金の上限は月額６万８，０００円です。（個人型確定拠出年金にも加入されているときは、その掛金と合わせて６万８，０００円が上限となります）
※掛金月額が６万８，０００円以内でも、確定年金の年金額は終身年金の年金額（「口目を含めた額）を超えることはできません。
．掛金の払込期間は、６０歳未満でご加入の場合は、ご加入時から６０歳到達前月までです。６０歳以上でご加入の場合は、ご加入時から６５歳
到達前月または国民年金の任意加入被保険者資格の喪失予定年月の前月までです。
※６０歳未満で加入した方が６０歳以降も加入する場合、改めて加入の手続きが必要です。（掛金は従前のものとは異なります。）
●海外に居住されてご加入の場合は、ご加入時から６５歳到達前月または国民年金の任意加入被保険者の喪失予定年月の前月までです。
（６０歳未満で加入した方が６０歳以降も引き続き加入する場合、給付の型を再度選択する必要があります。）
●掛金は、ご指定の金融機関から口座振替にて納付いただくこととなります。また、ご加入の機会に国民年金保険料の口座振替（基金掛金と
合算）をお申し込みいただくこともできます。（海外に居住されている方を除く）
・掛金の引落日は原則として翌々月の「日です。
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国民年金に任意加入されている方



国民年金基金とは お得な税制措置
老後に受け取れる国民年金（老齢基礎年金）はご夫婦で月に約「３万円。しかし、

高齢者世帯の生活費は、月に約２６万円かかると言われています。この不足分を

補うものとして、会社員の方（第２号被保険者）には厚生年金がプラスされますが、

自営業などの方（第１号被保険者）はご自身で上乗せしなければなりません。

そこで、用意されている公的な個人年金が国民年金基金です。

　　

■ 国民年金は基本的な生活費を
まかなうためのものです。

高齢者の世帯が
実際に必要とする
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国民年金の支給額（月鋤

　

（基礎年金満額×夫婦ゑ名分）※ｒ
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国民年金基金は公的な個人年金なので、掛金の全額を社会保険料として課税

所得額から控除できます。※１一般の個人年金の場合、所得税で最高年額４万円

（住民税で最高年額２．８万円）※２の控除とされているので、この税制措置は国民

年金基金のメリットのひとつです。 下の例で見ると、所得税・住民税が毎年約９万

円軽減されることになります。約２１万円の支出で、掛金３０万円分の年金を受け

取ることができるのです。
※１：海外に居住されている方は、原則として所得控除が受けられません。

　

※２：２０１２年「月以降に締結した個人年金の場合。

■公的な個人年金だから税制面で
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国民年金基金の
掛金の年間合計額が
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掛金は実質

　　

約２１万円

　　　　　　　　　　　　　　

※１：総務省統計局「家計調査」（２０１７年）

　　　　　　　　　　　　　

※２：２０歳～６０歳のすべての期間保険料を納めた方の場合（夫婦２名分）。

■自営業などの方にも、上乗せ年金が必要です。
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※所得税および復興特別所得税の合計税率を２０．４２％、住民税率を１０％として計算。

年金を受け取る時も
国民年金基金の年金は、国民年金や厚生年金等の
年金と合わせて「公的年金等控除」の対象となります。

【遺族一時金の支給とは】

終身年金Ａ型と確定年金１・Ｄ・皿・Ｎｒ・Ｖ型については保証期間があり、以下のような遺族

一時金があります。

１１年金受給前に死亡された場合
加入時年齢、死亡時年齢および死亡時までの掛金納付期間に応じた遺族一時金が支給されます。

．保証期間中に死亡された場合
残りの保証期間の年金を支給するための資産（年金原資）相当額が遺族一時金として支給されます。
※遺族一時金の額が払込み掛金額を下回ることがあります。
※終身年金Ｂ型には保証期間はありませんが、Ｂ型のみに加入し、年金受給前に加入者が死亡された場合、「万円の遺族一時金が支給されます。
※遺族一時金が支払われる遺族は、死亡時に生計を同じくしていた遺族お一人となります。
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将 来 設 計に合わせて楽しく組み立てるのが、国民年金 基金。
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保証期間なし

※５０歳１月以降にご加入の場合 口入月数によって年金額は異なります。

（年額：円）
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※誕生月以外に加入された時は、ご加入から次年齢に到達するまでに納めていただいた月数に応じて年金額に加算額が上乗 せ

　

加算月数１０月（１２月－２月）ｘ９００円＝９，０００円が加算額（年額）となります。
※加入時年齢が５０歳以上の方は、加算額はありません。

（年額：円）

口目

　　　　　　　

－

　　

．

　

・

　

‐

　

・

　

‐

　

．

　

・

　

‐

　

．

　　　　

・

　

・

　　

．

　

－

　　

－

　

・

　

‐

　

．

　

‐

　

・

　　　　　　　　　　　　

．

　

・

　　　　　　　

・

　　

．

　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　

２ロ目以降

　　　　　　

・

　　　　　

月

　

月

　

Ａ

　

．・

　

‐

　　　　

Ａ

　

．・

　

‐

　

ー

　

Ａ

　

．・

　

・

　

ー

　

Ａ

　

Ａ

　

．

　

－

　

－

　　

Ａ

　

．・

　

＾

　　

ーーー′

　

．・

　　　　　　　　　　　　　

一

　　　　　　　　

′

」

　　

四１「

鴎ｉ＃豪静．もぎ墨

　　　　　　　　

　　　

歳

　

１５年保証

　

歳

　　
　
　　

　　　

人ノ
１１ｔ、、十１１・′－－．′」１ｒ

　　　　　　　　

　　　　

歳

　

１５年保証

　

歳

　　　　　　　

歳

　

１０年保証

　

歳

回 「
． 加算額

　　

園 「

鶴岡国璽議－『　 　

　　　

　

　

　　

　　　　

歳

　

１０年保証

　

歳

　　　　　　　

歳

　　

５年保証

　　

歳

※５０歳１月以降にご加入の場合、加入月数によって年金額は異なります。

疑ロ目以降加算額（男女共通）＼
き州 単位加算鶴岡能竺－－‐鰯－－

歴灘１響き－－鞠
煙堰Ｌモ健闘－－

陸堰Ｌ￥笹き－－糊．
すぎ灘区

２０歳

　　　

３３８

　　　

２５歳

　　　

３７６

　　　

３０歳

　　　

４２４

　　　

３５歳 ２４８

　　　

４０歳

　　　

３０２

　　　

４５歳
〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３１歳 ３６歳１…２１歳 ３４４

　　　

２６歳

　　　

３８４

　　　　　　　　　

４３６

琵琶墓 ３５
２

　

２７歳

　

３９４

　

３２歳

　

４５ｏ

　

３７歳

　　　　

３６０

　　　

２８歳 ４０４

　　　

３３歳

　　　

４６４

　　　

３８歳

灘 単位加算額 準入灘 単位加算額 翠篭 単位加算額

　　　

２４８

　　　

４０歳

　　　

３０２

　　　

４５歳 ３９６

　　　

２５７

　　　

４１歳

　　　

３１７

　　　

４６歳 ４２４

　　　

２６７

　　　

４２歳

　　　

３３３

　　　

４７歳 ４５５

　　　

２７８

　　　

４３歳

　　　

３５２

　　　

４８歳 ４９３

となりますので、誕生月を気にせずご加入をご検討いただけます。例えば、３２歳２か月で１口目Ａ型に加入された場合は、

１口目を選択。 ２口目以降を選択。（任意）

　　　　　　　　
１口目の年金額と

２口目の年金額を足して

合計年金額を算出。

　

；
．

図 国 医 ヨ （９１０ページ）ょり

あなたの掛金月額を確認。
無理のないお支払い計画を。

いくら払えば

いくら受け取れるかが

明確に。

‐ ５ １ ． ６ １



　　　

′′

　

′

　

′

　

ｒ′

　　　　　　　　

・，－▲「

　

・
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＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

ｒ

　

，耐

　

自 由なプランで掛金 設 定。ライフサイクルに応じて増 減も可能。

　

二戸

　

　　　　

′
；′

／

ｒ
／

　

影三つ／
＼、さも
掛金の総額は、口数と型の組み合わせで自由に設定

　

ができ、あなたにぴったりのプランがつくれます。

－

　

また、口数単位であれば、加入後に途中変更も可能。

　　　　　　　　　　　　

ノただし、月額掛金合計額の上限は６万８，０００円です。各型の掛金額は加入時の年齢 （月単位）により異なりますので、 詳しくは９・１０ページを参照ください。
ぎ
ーぎー

　

－‐
ノ ーー
ノ

．

　　　　

‐

１１ 国Ｆ÷：三
３３歳の誕生月に、１口目としてＡ型、
さらに加えて工型２口加入した場合（女性）

月額２１，９１０円×１２か月

　　

月額４万円×１２か月

※さらに余裕に応じ、２口目以降増口・減口することができます。

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年金月額１橡鳥麟穆麟導滋瀞鋪埼・聾珊｝※趣き灘繊鰯陸円－１

　　　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐ー

　　

－

　

－

　

－－－－－－－－

　

－－”－－：＼

　　　　　　　　

国民年金基金【Ａ型】１５年間保証付終身年金

　　　　

も：１ 終身
１口目 Ｌ

　　　　　　　　

，

　　　　　　　

年金月額２０，０００円
（月額掛金１３，６４０円）

　　　

…｛

　

お受け取り

▲
６５歳

４０歳の誕生月に、１口目としてＡ型、
さらに加えてＡ型３口加入した場合（男性）

月額３万円×１２か月

　

月額２５，１１０円×１２か月

　　　　　　　

月額３

※さらに余裕に応じ、２口目以降増口・減口することができます。

　　　　

　

　　　　　

，

　

国毎年釜墓釜に趣旨
．森議 繍 鐘壷泰－ 下さ終身２；４Ｅヰ震…１

　

年金闇雲響ＰＱＱ獄潟顛掛金４闘端１種ロー１５，Ｑ瀞Ｏ円

　

…ごお受け取り

　　　　　　　

－

　

－

　

－

　

－＝…語嵐－鍬一 璽蟹藍＝；：ｒャ 叶÷『ヤｒ－ｒｒ：－慧二：＝：～－＋＝±談二こ二んニニヒヨ

１口目

　　

▲

　　

６５歳

国民年金基金【Ａ型】１５年間保証付終身年金

年金月額１５
’
０００円（月額掛金１２，５５５円）

　

　

　

…

　

二）終身
…ｒ

　

お受け取り
　

　

　
▲
８０歳

▲
８０歳

６０歳までお支払い

Ｅ圏図年額３Ｏ１，３２〇円

国民年金基金掛金の税控除額（上記Ａ男さんの場合）

課税所得金額４００万円、掛金月額２５，１１０円（年間３０１，３２０円）の場合

闘嵩１
４
－－計器濯ぎ誓

　　

廉潔

　　　 　
　

　

　　　　　　　　　　　

　

　 　　
※軽減額（概算）は、所得税および復興特別所得税の合計税率を２０．４２％、住民税率を「０％として計算。
※「一般の個人年金」の軽減額（概算）は、２０１２年１月以降に締結した個人年金の場合で計算。

６０歳までお支払い

霊園憂国年額２６２，９２〇円
ｌ

１霊園年額４８万円

８０歳～終身

回回国年額２４万円

月額２万円×１２か月

国民年金基金掛金の税控除額（上記Ｂ子さんの場合）

課税所得金額３００万円、掛金月額２１，９１０円（年間２６２，９２０円）の場合

※軽減額（概算）は、所得税および復興特別所得税の合計税率を１０．２１％、住民税率を１０％として計算。
※「一般の個人年金」の軽減額（概算）は、２０１２年１月以降に締結した個人年金の場合で計算。

１ ７ １ ． ８ １



Ｅ謬鱈曜 掛金月額表（男性）

　　　　　

給付の型

加入時年齢 ／ 終身年金 ／ Ａ型 Ｂ型 工型 ロ型 ｍ型 Ｗ型 Ｖ型Ａ型 Ｂ型

２０歳０月

年
金
月
額
２
万
円

７，１ｌｏ ６，３７０

年
金
月
額
１
万
円

３．５５５ ３．１８５ ２，５１５ １．７３５ ２，７０５ １，８７０ ９７０

３，６７５ ３，２９５ ２，６００ １，７９５ ２，８００ １，９３５ １，００５２０歳１月～２１歳０月 ７，３５０

７，６１０

６，５９０

３，８０５ ３，４１０ ２，６９０ １，８６０ ２，９００ ２，００５ １，０４０２１歳１月～２２歳０月

２２歳１月～２３歳０月

６，８２０

３，９４０ ３，５３０ ２，７８５ １，９２５ ３，０００ ２，０７５ １，０７５７，８８０ ７，０６０

４，０８５ ３，６６０ ２，８８５ １，９９５ ３，１ｌｏ ２，１５０ 「，１１５２３歳１月～２４歳０月 ８，１７０ ７，３２０

４，２３５ ３，８００ ２９９０ ２，０７０ ３，２２５ ２，２３０ Ｌ１５５２４歳１月～２５歳０月 ８，４７０ ７，６００

８，７９０ ７，８９０ ４，３９５ ３，９４５ ３，１０５ ２，１４５ ３，３４５ ２，３１０ １，２００２５歳１月～２６歳０月
４，５６５ ４，１００ ３，２２５ ２２３０ ３，４７５ ２，４００ １，２４５２６歳１月～２７歳０月 ９，１３０ ８，２００

４，７５０ ４，２６０ ３，３５５ ２，３１５ ３，６１０ ２，４９５ １，２９５２７歳１月～２８歳０月 ９，５００ ８，５２０

４，９４０ ４，４４０ ３，４９０ ２，４１０ ３，７５５ ２，６００ １，３４５２８歳１月～２９歳０月 ９，８８０ ８，８８０

５，１５０ ４，６２５ ３，６３５ ２，５１０ ３，９１５ ２，７０５ １，４０５２９歳１月～３０歳０月 「０，３００ ９，２５０

５，３７０ ４，８２５ ３，７９０ ２，６２０ ４，０８５ ２，８２０ １，４６５３０歳１月～３１歳０月 １０，７４０ ９，６５０

５，６０５ ５，０４０ ３，９５５ ２，７３５ ４，２６５ ２９４５ １，５３０３１歳１月～３２歳０月 １１，２１０ １０，０８０

５，８６０ ５，２７０ ４，１３５ ２，８６０ ４，４５５ ３，０８０ １，５９５３２歳１月～３３歳０月 １１，７２０ １０，５４０

６，１３５ ５，５２０ ４，３３０ ２，９９０ ４，６６０ ３，２２５ １，６７０３３歳１月～３４歳０月 １２，２７０ １１，０４０

６，４３５ ５，７９０ ４，５４０ ３，１３５ ４，８８５ ３，３８０ 「，７５０３４歳１月～３５歳０月 １２，８７０ １１，５８０

３５歳１月～３６歳０月
年
金
月
額
１
万
５
千
円

１０，１４０ ９，１３５

年
金
月
額
５
千
円

３，３８０ ３，０４５ ２，３８０ １，６４５ ２，５６５ １，７７５ ９２０

１０，６６５ ９，６１５ ３，５５５ ３，２０５ ２，５０５ １，７３０ ２，６９５ １，８６５ ９６５３６歳１月～３７歳０月
３，７４５ ３，３７５ ２，６４０ １，８２５ ２，８４５ １，９６５ １，０２０３７歳１月～３８歳０月 １「，２３５ １０，１２５

３８歳１月～３９歳０月 １１，８６５ ｌｏ，７１０ ３，９５５ ３，５７０ ２，７８５ １，９２５ ３，０００ ２，０７５ １，０７５

４，１８５ ３，７８０ ２，９５０ ２，０４０ ３，１８０ ２１９５ １，１４０３９歳１月～４０歳０月 １２，５５５ １１，３４０

４，４４５ ４，０１５ ３，１３０ ２，１６５ ３，３７５ ２３３０ １，２１０４０歳１月～４１歳０月 １３，３３５ １２，０４５

４，７２５ ４，２７５ ３，３３０ ２，３００ ３，５８５ ２，４８０ １，２８５４１歳１月～４２歳０月 １４，１７５ １２，８２５

１５，１３５ １３，６９５ ５，０４５ ４，５６５ ３，５５０ ２，４５５ ３，８２５ ２，６４５ １，３７０４２歳１月～４３歳０月

５，４０５ ４，８９０ ３，８０５ ２，６３０ ４，１００ ２，８３０ 「，４７０４３歳１月～４４歳０月 １６，２１５ １４，６７０

１７，４３０ １５，７９５ ５，８１０ ５，２６５ ４，０９０ ２，８２５ ４，４０５ ３，０４５ １，５８０４４歳１月～４５歳０月
６２７５ ５，６９０ ４，４１５ ３，０５０ ４，７５５ ３，２８５ １，７０５４５歳１月～４６歳０月

１ 年
方金
円月
額

１２，５５０ １１，３８０

１３，６３０ １２，３６０ ６，８１５ ６，１８０ ４，７９０ ３，３１０ ５，１６０ ３，５６５ １，８５０４６歳１月～４７歳０月
７，４４０ ６，７５５ ５，２３０ ３，６１５ ５，６３５ ３，８９５ ２，０２０４７歳１月～４８歳０月 １４，８８０ １３，５１０

１６，３７０ １４，８７０ ８，１８５ ７，４３５ ５，７５０ ３，９７５ ６，１９５ ４２８０ ２，２２０４８歳１月～４９歳０月

９，０７５ ８，２５５ ６，３７５ ４，４０５ ６，８６５ ４，７４５ ２，４６０４９歳１月～５０歳０月 １８，１５０ １６，５１０

５０歳１月～５９歳１１月
※年金額は加入時年齢（月単ィｚ）によって異なります。（下の表を参照）

／／
／ １８，１５０ １６，５１ｏＬ／／

／

　

９，ｏ７５

　

８，２５５

　

６，３７５

　

４４０５

　

６，８６５／／／「

終身年金

※加入（増ロ）時年齢が５０歳１月以上の方は、ＩＶ型・Ｖ型への新規加入および増口はできません。

１
［表こ２
‐・ 掛 金ノ月 蕪 露

　

安 轡’
（単位：円）

声；許そ
－－、善導寛二１ｉｌ

ｙ雪毎ｏ

　　　　　　　　

．
終身年金 ／ 終身年金 確定年金

Ａ型 Ｂ型 Ａ型 Ｂ型 １型 虹型 ｍ型 Ｎ型 Ｖ型

２０歳０月

年
金
月
額
２
万
円

８，２８０ ７，９４０

年
金
月
額
１
万
円

４，１４０ ３，９７０ ２，５１５ １，７３５ ２，７０５ １，８７０ ９７０

４，２８５ ４，１０５ ２，６００ １，７９５ ２，８００ １，９３５ １，００５２０歳１月～２１歳０月 ８，５７０ ８，２１０

８，８６０ ８，５００ ４，４３０ ４，２５０ ２，６９０ １，８６０ ２，９００ ２，００５ １，０４０２１歳１月～２２歳０月

２２歳１月～２３歳０月 ４，５９０ ４，４０５ ２，７８５ １，９２５ ３，０００ ２，０７５ １，０７５９，１８０ ８，８１０

９，５１０ ９，１３０ ４，７５５ ４，５６５ ２，８８５ １，９９５ ３，１１０ ２，１５０ １，１１５２３歳１月～２４歳０月
４，９３０ ４，７３５ ２，９９０ ２，０７０ ３２２５ ２２３０ １，１５５２４歳１月～２５歳０月 ９，８６０ ９，４７０

１０，２４０ ９，８３０ ５，１２０ ４，９１５ ３，１０５ ２，「４５ ３，３４５ ２，３１０ １，２００２５歳１月～２６歳０月
５，３１５ ５，１０５ ３，２２５ ２，２３０ ３，４７５ ２，４００ １，２４５２６歳１月～２７歳０月 １０，６３０ ｌｏ，２１０

ＩＬ０６０ ｌｏ，６１０ ５，５３０ ５，３０５ ３，３５５ ２，３１５ ３，６１０ ２，４９５ １，２９５２７歳１月～２８歳０月
５，７５５ ５，５２５ ３，４９０ ２，４１０ ３，７５５ ２，６００ １，３４５２８歳１月～２９歳０月 １１，５１０ １１，０５０

１１，９９０ １１，５１０ ５，９９５ ５，７５５ ３，６３５ ２，５１０ ３，９１５ ２，７０５ １，４０５２９歳１月～３０歳０月
６，２５０ ６，００５ ３，７９０ ２，６２０ ４，０８５ ２，８２０ １，４６５３０歳１月～３１歳０月 １２，５００ １２，０１０

６，５２５ ６，２７０ ３，９５５ ２，７３５ ４２６５ ２，９４５ １，５３０３１歳１月～３２歳０月 １３，０５０ １２，５４０

３２歳１月～３３歳０月 １３，６４０ １３，１１０ ６，８２０ ６，５５５ ４，１３５ ２，８６０ ４，４５５ ３，０８０ １，５９５

７，１４０ ６，８６５ ４，３３０ ２，９９０ ４，６６０ ３，２２５ １，６７０３３歳１月～３４歳０月 １４，２８０ １３，７３０

３４歳１月～３５歳０月 １４，９８０ １４，４００ ７，４９０ ７２００ ４，５４０ ３，１３５ ４，８８５ ３，３８０ １，７５０

３５歳１月～３６歳０月
年
金
月
額
１
万
５
千
円

１１，７９０ １１，３４０

年
金
月
額
５
千
円

３，９３０ ３，７８０ ２，３８０ １，６４５ ２，５６５ １，７７５ ９２０

３６歳１月～３７歳０月 １２，４０５ １も９４０ ４，１３５ ３，９８０ ２，５０５ １，７３０ ２，６９５ １，８６５ ９６５

４，３６０ ４，１９５ ２，６４０ １，８２５ ２，８４５ １，９６５ １，０２０３７歳１月～３８歳０月 １３，０８０ １２，５８５

３８歳１月～３９歳０月 １３，８１５ １３，２９０ ４，６０５ ４，４３０ ２，７８５ １，９２５ ３，０００ ２，０７５ １，０７５

４，８７０ ４，６９０ ２，９５０ ２，０４０ ３，１８０ ２，１９５ １，１４０３９歳１月～４０歳０月 １４，６１０ １４，０７０

５，１７０ ４，９７５ ３，１３０ ２，１６５ ３，３７５ ２，３３０ １，２１０４０歳１月～４１歳０月 １５，５１０ １４，９２５
５，５００ ５，２９５ ３，３３０ ２，３００ ３，５８５ ２，４８０ １，２８５４１歳１月～４２歳０月 １６，５００ １５，８８５

４‐２歳１月～４３歳０月 １７，６１０ １６，９６５ ５，８７０ ５，６５５ ３，５５０ ２，４５５ ３，８２５ ２，６４５ １，３７０

６，２８５ ６，０６０ ３，８０５ ２，６３０ ４，１００ ２，８３０ １，４７０４３歳１月～４４歳０月 １８，８５５ １８，１８０

４４歳１月～４５歳０月 ２０，２８０ １９，５４５ ６，７６０ ６，５１５ ４，０９０ ２，８２５ ４，４０５ ３，０４５ １，５８０

４５歳１月～４６歳０月
１ 年
方金
円 月
額

１４，６００ １４，０８０ ７，３００ ７，０４０ ４，４１５ ３，０５０ ４，７５５ ３，２８５ １，７０５

４６歳１月～４７歳０月 １５，８５０ １５，２９０ ７，９２５ ７，６４５ ４，７９０ ３，３１０ ５，１６０ ３，５６５ １，８５０

８，６５５ ８，３５０ ５，２３０ ３，６１５ ５，６３５ ３，８９５ ２，０２０４７歳１月～４８歳０月 １７，３１０ １６，７００

４８歳１月～４９歳０月 １９，０３０ １８，３７０ ９，５１５ ９，１８５ ５，７５０ ３，９７５ ６，１９５ ４，２８０ ２，２２０

１０，５５０ １０，１９０ ６，３７５ ４，４０５ ６，８６５ ４，７４５ ２，４６０４９歳１月～５０歳０月 ２１，１００ ２０，３８０

５０歳１月～５９歳１１月
※年金額は加入時年齢（月単位）によって異なります。（下の表を参照）

／／／ ２１，１００

　

２０，３８０ ／／／ １０，５５０１０，１９０

　

６，３７５

　

４，４０５

　

６筋５

　

／／「２０，３８０

　　　　　　　

１０，５５０

　

１０，１９０

　　

６，３７５

　　

４，４０５

※加入（増口）時年齢が５０歳１月以上の方は、Ｗ型・Ｖ型への新規加入および増口はできません。

１

　　　

１
ー／／ー

　

※
１
年金額は彊些尋齢

（月単１響こよ奇
異なリゼｏ 鰹

表を蝉

　

コ

　

１

　

６０歳ｏ月～６４歳１１月

　　　　　　　

２３，７５ｏ

　

２３，，５ｏ

　　　　　　

目，８７５

　

１１，５７５

　　

７，１３０

※６０歳以上の加入については、６０歳以上６５歳未満で国民年金に任意加入している方が対象となります。
※加入（増口）時年齢が６０歳０月以上の方は、Ｂ型・皿型・ＩＶ型・Ｖ型への新規加入および増口はできません。

●５０歳１月以上で加入の，方の年金謡｛｛偏三宝直） （単位，円） 瀞おコ講じＪ二で・加入ロ）方の年金額（年単位）

　

（単位円）

　

給付の型

加入時年齢

加入
期間

年金額（年額）

　

， 〆
；」；二

Ａ型・Ｂ型 Ａ型・Ｂ型・１型

６０歳０月 ６０月 ６０，０００ ３０，０００

６１歳０月 ４８月 ４７，６４０ ２３，８２０

６２歳０月 ３６月 ３５，４６０ １７，７３０

６３歳０月 ２４月 ２３，４７０ １１，７３５

６４歳０月 １２月 １１，６５０ ５，８２５

　

給付の型

加入時年齢

加入
期間

年金額（年額）

Ａ型．Ｂ型

　

１Ａ型，Ｂ型．１型．ロ型・皿型

５０歳１月 １１９月 １８，９４０

　

１

　　　　

５９，４７０

５１歳０月 １０８月 ０７，１８０

　

１

　　　　

５３，５９０

５２歳０月 ９６月 ９４，５４０

　

１

　　　　

４７，２７０

５３歳０月 ８４月 ８２，１００

　

１

　　　　

４１，０５０

５４歳０月 ７２月 ６９，８４０

　

巨

　　　　

３４，９２０

５５歳０月 ６０月 ５７，７６０

　

１

　　　　

２８，８８０

５６歳０月 ４８月 ４５，８６０

　

１

　　　　

２２，９３０

５７歳０月 ３６月 ３４，１４０

　

１

　　　　

１７，０７０

５８歳０月 ２４月 ２２，６００

　

ｉ

　　　　

ｌｌ，３００

５９歳０月 １２月 １１，２２０

　

１

　　　　　

５，６１０

※上記加入時年齢以外でのご加入のときは、月単位で年金額が異なります。
※年金額表は年金額を計算する際の基礎となるものです。実際の年金額は１００円単位（加入しているすべての年金額を合計し、５０円未満は切り捨て、５０円以上は
切り上げ）になります。

⑤誕生月の翌月にご加入の方は△△歳「月、誕生月の翌々月にご加入の方は△△歳２月、‐‐となります。
④但し、「１日」生まれの方は、誕生日の属する月の前月が誕生月になります。（例えば、「４月「日」が誕生日の方は、「３月」が誕生月になります。）

「

　　　　

』 ／， 誉
年金額は
－
加 野 齢
（月単１￥
）によっＦ
異なリゼｏ隻

表を翠

　

１

　

１

　

６０歳０月～６４歳１１月

　　　　　　　

２０，５００

　

，９，ｏ７ｏ

　　　　　　

１０，２５０

　　

９，５３５

　　

７，１３０

※６０歳以上の加入については、６０歳以上６５歳未満で国民年金に任意加入している方が対象となります。
※加入（増口）時年齢が６０歳０月以上の方は、Ｂ型・皿型・ＩＶ型・Ｖ型への新規加入および増口はできません。

●５０歳１月以上で加入の方の年金額（年単位） （単位円）●６０歳以上で加入の方の年金額（年単位）

　

（単位：円）

　

給付の型

加入時年齢

加入
期間

年金額（年額）

．１口目

　

．
きききき需要きき導き．キ

Ａ型・Ｂ型 Ａ型・Ｂ型・１型

６０歳０月 ６０月 ６０，０００ ３０，０００

６１歳０月 ４８月 ４７，６４０ ２３，８２０

６２歳０月 ３６月 ３５，４６０ １７，７３０

６３歳０月 ２４月 ２３，４７０ １１，７３５

６４歳０月 １２月 １１，６５０ ５，８２５

　

給付の型

加入時年齢

　　　　　　　　

年金額（年額）
加入

　

１口目

　　

懲雌馨自讃薯年金）期間

　　　

｛終身年金）

　　　　

Ａ型・Ｂ型

　　

Ａ型・Ｂ型・１型・ロ型・皿型Ａ型・Ｂ型 Ａ型・Ｂ型・１型・ロ型・皿型

５０歳１月 １１９月 １１８，９４０ ５９，４７０

５１歳０月 １０８月 １０７，１８０ ５３，５９０

５２歳０月 ９６月 ９４，５４０ ４７，２７０

５３歳０月 ８４月 ８２，１００ ４１，０５０

５４歳０月 ７２月 ６９，８４０ ３４，９２０

５５歳０月 ６０月 ５７，７６０ ２８８８０

５６歳０月 ４８月 ４５，８６０ ２２，９３０

５７歳０月 ３６月 ３４，１４０ １７，０７０

５８歳０月 ２４月 ２２，６００ １１，３００

５９歳０月 １２月 １１２２０ ５，６１０

※上記加入時年齢以外でのご加入のときは、月単位で年金額が異なります。
※年金額表は年金額を計算する際の基礎となるものです。実際の年金額は１００円単位（加入しているすべての年金額を合計し、５０円未満は切り捨て、５０円以上は
切り上げ）になります。

雪注）加入時年齢の昆方（男女共通）「
①表の加入時年齢とは、加入した日の属する月の末日における年齢のことです。
②誕生日の属する月（誕生月）にご加入の方は、△△歳０月と表示しています。

． ９ １ ー１０・



ご注意いただきたいこと

■国民年金基金は、積立方式の年金です。また、国民年金とは異なり、物価等のスライドはありません。

■国民年金基金への加入は、国民年金の保険料が納付されていることが前提となります。

■国民年金基金への加入は任意ですが、いったんご加入いただいた場合、ご自分の都合で任意に脱退

および中途解約することはできません。

■遺族一時金について

・Ｂ型を除く「保証期間付」のタイプについては、掛金の納付期間中、年金を受給するまでの特期期間中

　

または受給開始後の保証期間中に亡くなった場合、その方と生計をともにしていた配偶者、子、父母、

孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、遺族の方「人に一時金が支給されます。

・遺族一時金は、掛金総額を下回ることがあります。詳しくはお問い合わせください。

．保証期間のないＢ型のみに加入されている方が、年金を受給する前に亡くなったときには１万円の

遺族一時金が支給されます。

■国民年金の老齢基礎年金を繰上げ受給する方は、繰上げ受給期間中は、基金から国民年金の付加年金

　

に相当する部分だけを受け取ることになりますので、基金へ年金請求の手続きが必要となります。

■国民年金基金の年金額が１２万円以上のときは年６回（偶数月に前月および前々月分として）のお支払

いになり、年金額が「２万円未満のときは年「回（毎年、決まった月に過去「年分として）のお支払いに

なります。

■加入の際には、「国民年金基金加入にあたっての重要なお知らせ」をよくお読みください。

■その他、ご不明の点は遠慮なくお問い合わせください。

■このパンフレットに記載されている内容は２０「９年４月（税制については２０「９年１月）時点のもので

あり、今後変更となることがあります。

Ｍ ◎ ～ 州 廟 絢ｗｗ・噸ａ．ｏｒ．ｉｐ／ 園


